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令和５年第２回門真市農業委員会臨時総会議事録 

 

 

１ 日 時     令和５年９月５日（火）午前11時00分～午前11時08分 

２ 場 所     門真市役所 別館３階 第３会議室 

３ 議 長     西川 敬治 

４ 署名委員 

９番：西村 覚 委員 １番：川田 勉 委員 

 

５ 出席委員（８名） 

１番：川田 勉 委員   ２番：川田 雅彦 委員 ３番：川中 仲文 委員 

４番：木原 早智子 委員 ６番：土井 清孝 委員 ７番：西川 敬治 委員 

８番：西口 猛 委員   ９番：西村 覚 委員 

 

６ 職務のため出席した者 

局長 ：髙田 隆慶 

局次長：吉田 武史 

主任 ：谷本 大輔 

主査 ：河坂 章志 

係員 ：森本 翔太 

  

 ７ 議案・報告等 

   議案第17号 農業委員会会長兼一般社団法人大阪府農業会議の普通会員の選出に関

する件 
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令和５年９月５日（火）午前 11 時 00 分～午前 11 時 08 分 

農業委員会議事録 

会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土井委員 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

これより令和５年第２回農業委員会臨時総会を開会いたしま

す。 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

本日の委員会は、９名中８名で定足数に達しておりますので、

総会は成立しております。 

では、本日の議事録署名委員でございますが、 

９番 西村 覚（にしむら さとる）委員、 

１番 川田 勉（かわた つとむ）委員、 

にお願いすることといたします。 

それでは、本日の議案に入ります。 

議案第 17 号「農業委員会会長兼一般社団法人大阪府農業会議の

普通会員の選出に関する件」について、ご審議願います。 

農業委員会会長につきましては、農業委員会等に関する法律第

５条第２項の規定によりまして、「会長は委員が互選した者を

もって充てる。」ことになっております。 

また、大阪府農業会議の普通会員は、門真市農業委員会規則第

２条第２項の規定によりまして、「会長とする。ただし、会長が

委員会の意見を聴いて委員会の委員のうちから１名を指名した

ときは、その者とする。」こととなっております。これらの規定

に基づき、会長を選出したく存じますが、会長について、どな

たかご意見ございませんか。 

 

土井です。西村さんを推薦したいと思うんですけれども。 

 

ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

無ければ、ただいまお声の上がりました西村 覚 委員を農業

委員会会長に選出することについて、皆様ご異議ございません

でしょうか。ご異議がない場合は、挙手をお願いいたします。 

 

【委員挙手】 

 

ありがとうございます。皆様にご賛成いただきましたので、議

案第 17号「農業委員会会長の選出に関する件」につきましては、 

会長を西村 覚 委員に決定することといたします。 
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会長 

なお、会長には大阪府農業会議の普通会員を兼任していただき

ます。 

以上で議案第 17号を終了いたします。 

それでは、会長と議長を交代いたします。よろしくお願いしま

す。 

 

皆さん、どうもこんにちは。就任に当たりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

ただいま皆様方の互選によりまして、これから令和８年７月 19

日まで会長の重責を担わさせていただくこととなりました西村

です。どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。今回、突然の

ご指名でして大変身が引き締まる思いでございます。農業委員

会の益々の発展のために精一杯頑張りますので、皆様方よろし

くお願い申し上げます。 

それでは、本日の議案は全て終了いたしましたので、臨時総会

はこれで閉会いたします 

 


